
平
成
１
９
年
度
の
労
務
に
関
す
る
法
改
正
に
つ
い
て 

つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
（
そ
の
２
） 

   

前
号
に
引
き
続
き
、
労
働
関
係
諸
法
令
に
関
す
る
改
正
事
項
を 

 

概
説
い
た
し
ま
す
。
健
康
保
険
法
関
係
で
は
、
月
例
給
与
、
賞
与

に
対
す
る
取
扱
い
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
退
職
者
に
対
す

る
各
種
既
得
権
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。 

   

●
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
（
つ
づ
き
） 

（
６
）
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
要
件
の
緩
和
（
Ｈ
１
９
．
１
０
．
１
～
） 

 

こ
れ
ま
で
教
育
訓
練
給
付
金
を
受
給
す
る
の
に
必
要
で
あ
っ
た

被
保
険
者
期
間
３
年
以
上
の
支
給
要
件
を
、
初
め
て
こ
の
制
度
を

利
用
す
る
者
に
限
っ
て
『
１
年
以
上
の
被
保
険
者
期
間
』
に
緩
和

し
ま
す
。
給
付
額
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
期
間
が
５
年
以
上
の

場
合
は
４
０
％
（
上
限
２
０
万
円
）、
３
年
以
上
５
年
未
満
は
２

０
％
（
同
１
０
万
円
）
と
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
に
よ

り
給
付
率
が
２
０
％
（
同
１
０
万
円
）
に
一
本
化
さ
れ
ま
す
。 

  

（
７
）
育
児
休
業
職
場
復
帰
給
付
金
の
拡
充
（
Ｈ
１
９
．
１
０
．
１
～
） 

育
児
休
業
者
職
場
復
帰
給
付
金
が
、
平
成
２
２
年
３
月
３
１
日

ま
で
に
育
児
休
業
を
開
始
し
た
者
に
限
り
、
現
在
の
休
業
前
賃
金

日
額
の
１
０
％
か
ら
２
０
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
基
本
給
付

金（
３
０
％
）と
の
合
計
で
は
休
業
前
賃
金
の
４
０
％
か
ら
５
０
％

へ
増
額
し
ま
す
。 

 

       
  

（
８
）
雇
用
保
険
三
事
業
に
掛
か
る
雇
用
保
険
料
率
（
Ｈ
１
９
．
４
．
１
～
） 

 

雇
用
保
険
三
事
業
に
掛
か
る
保
険
料
率
（
全
額
事
業
主
負
担
）

が
０
．
３
５
％
か
ら
０
．
３
％
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。 

     ●
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
（
Ｈ
１
９
．
４
．
１
～
） 

（
１
）
標
準
報
酬
月
額
上
下
限
の
拡
大 

 
保
険
料
や
保
険
給
付
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
標
準
報
酬
月
額
に

は
、
上
限
と
下
限
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
金
額
が
変
わ
り

ま
す
。
影
響
が
あ
る
の
は
、
報
酬
が
９
３
，
０
０
０
円
未
満
の
者

と
、
１
，
０
０
５
，
０
０
０
円
以
上
の
者
で
す
。 

 

（
２
）
標
準
賞
与
額
上
限
の
拡
大 

 

賞
与
が
支
給
さ
れ
た
際
の
保
険
料
は
、
標
準
賞
与
額
に
保
険
料

率
を
か
け
て
計
算
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
標
準
賞
与
額
の

上
限
は
、
こ
れ
ま
で
１
回
に
つ
き
２
０
０
万
円
を
上
限
と
し
て
い

ま
し
た
が
、
改
正
に
よ
り
年
度
の
累
計
額
５
４
０
万
円
が
上
限
と

な
り
ま
す
。 

 

 

（
３
）
傷
病
手
当
金
、
出
産
手
当
金
の
改
正 

 

こ
れ
ま
で
は
、
１
日
あ
た
り
標
準
報
酬
日
額
の
６
割
が
支
給
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
１
９
年
４
月
よ
り
、
標
準
報
酬
日
額
の

３
分
の
２
相
当
額
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

   

（
４
）
任
意
継
続
被
保
険
者
の
給
付
の
一
部
が
廃
止 

 

任
意
継
続
被
保
険
者
に
対
す
る
傷
病
手
当
金
、
出
産
手
当
金
の

支
給
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。 

  

（
５
）
被
保
険
者
資
格
喪
失
後
の
出
産
手
当
金
が
廃
止 

 

資
格
喪
失
後
６
ヶ
月
以
内
に
出
産
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
て
い

た
出
産
手
当
金
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。 
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・
５
年
以
上 

→
４
０
％
（
上
限
２
０
万
円
） 

・
３
～
５
年
未
満 

→
２
０
％
（
上
限
１
０
万
円
） 

改

正

前 

・
３
年
以
上 

 
 

→
２
０
％
（
上
限
１
０
万
円
） 

 
 
 

に
一
本
化 

※
１
年
以
上
の
支
給
要
件
の
特
例 

改

正

後 

・
１
０
％ 

・
基
本
給
付
金
と
の
合
計 

 
 

→ 

４
０
％ 

改 

正 

前 

・
２
０
％ 

・
基
本
給
付
金
と
の
合
計 

 
 

→ 

５
０
％ 

改 

正 

後 

０
．
３
５
％ 

改 

正 

前 

０
．
３
％ 

改 

正 

後 

下 

限 

上 

限 

 

９
８
，
０
０
０
円 

９
８
０
，
０
０
０
円 

改 
正 
前 

５
８
，
０
０
０
円 

１
，
２
１
０
，
０
０
０
円 

改 

正 

後 

１
回
当
た
り
２
０
０
万
円 

改 

正 

前 

年
度
の
累
計
額
５
４
０
万
円 

改 

正 

後 

標
準
報
酬
日
額
の
６
割 

改 

正 

前 

標
準
報
酬
日
額
の
２
／
３ 

改 

正 

後 


